労使間関係に関する項目
様方との良き労使関係については、これまでの経過を尊重し、今後とも、双方の努力によって築いてまいりたいと考えている。
また、職員の勤務労働条件に関わる事項については、所要の協議を行うとともに、教育施策の実施にあたり勤務条件に密接にかかわる事項（管理運営事項）については、必要に応じて説明を行ってまいりたい。

再編整備についての項目
府立高校の再編整備については、「府立高等学校再編整備方針」（平成25年3月）に基づき、平成26年度から平成30年度を計画期間とする「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」、令和元年度から令和5年度を計画期間とする「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」を策定し、エンパワメントスクールの設置、普通科総合選択制高校の総合学科や普通科専門コース設置校への改編、多様な教育実践校への改編、募集停止などを実施した。
今後も、中学校卒業者数の減少が見込まれており、引き続き再編整備に取り組んでいく必要があることから、新たな「府立高等学校再編整備方針」を令和5年3月に策定し、同方針に基づき同月に令和5年度から令和9年度を計画期間とする「府立高等学校再編整備計画」を策定し、同計画に基づく取り組みを行っている。
今後とも府立高校の教育内容の充実と併せて、適正な配置を推進する観点から再編整備を計画的に進めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。
平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきた。
平成29年度に実施した「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。

教職員の負担軽減に関する項目
高等学校の学級編制につきましては、国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしている。
府教育庁としては、この趣旨に沿って、特色ある学校をはじめ、それぞれの学校の実情に応じて、多様な選択科目の設定や少人数授業の展開などにより、教育条件の改善を図ってまいりたい。

教職員の負担軽減に関する項目
万博推進局が作成した「高校生向けEXPO教育プログラム」については、万博テーマに関連した社会課題について学び、解決策を考える探究プログラムであり、「探究的な学び」に役立つ教材であると考えている。
府立学校においては、当教材を「総合的な探究の時間」や「LHR」など、各校の取組みに応じてご活用いただいている。

教職員の勤務条件に関する項目
外部人材については、部活動における指導の充実と、教職員の負担軽減のため、事業の主旨の徹底を図るとともに、活用内容を精査し、必要となる予算の確保に努めている。
また、高等学校の部活動指導員配置に対しては、地方財政措置となっているため、中学校同様の補助事業の創設を国に要望している。
今年度から推進している「部活動大阪モデル」については、各校の取組状況を伺いながら検証を行い、今後の在り方について検討を進めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府教育庁では、生徒にとってより「魅力的な授業」「わかる授業」を実現するため、平成23年３月に「授業評価ガイドライン」を策定し、すべての府立学校に配付し、その活用を促進してきた。
また、平成25年１月に「授業評価ガイドライン」（Ⅱ）を策定し、平成31年２月には「授業評価ガイドライン」（Ⅲ）を策定した。
各学校において、生徒等による授業アンケートを活用し、組織的に授業改善に向けた取組みが進められることを期待している。
大阪府立学校条例において、教員の授業に関する評価は、生徒又は保護者による授業に関する評価を踏まえて行うものと規定されたことを受け、授業アンケートを、授業を行う教員の育成に役立てるとともに、その結果を「教職員の評価・育成システム」において「授業力」評価を行うために踏まえるべき重要な一要素として位置付けた。
今後とも本システムがより良い制度となるよう、充実・改善を図ってまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
入学者選抜業務において、実施計画を作成するにあたっては、勤務時間内での計画をお願いしている。また、入学者選抜の学力検査当日、教職員は、受験生の集合時刻以前の時刻から備える必要があることから、事前に、学校の実態に合わせて勤務時間を繰り上げる措置をとるようお願いしている。なお、週休日の勤務が生じた場合は、週休日の振替が確実に行われるよう指導している。

教職員の負担軽減に関する項目
府教育庁としては、教職員の働き方改革に資する施策の１つとして、採点・成績処理等に係る業務の軽減及び採点ミス等の防止を図るため、デジタル採点システムを導入します。
デジタル採点システムは、定期考査等においては令和５年度から、入学者選抜においては、令和６年度府立中学校入学者選抜及び令和７年度公立高等学校入学者選抜等から導入予定です。
導入にあたっては、教職員が安心して利用できるよう、準備をすすめてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
学習指導要領において、知識及び技能が習得されるようにすること、思考力、判断力、表現力等を育成すること、学びに向かう力、人間性等を涵養することの３つを偏りなく実現できるようにすることが求められており、資質・能力の育成にあたっては、３観点をバランスよく評価していくことが重要であると考えている。

教職員の負担軽減に関する項目
府教育庁では、全ての児童生徒が、安心して学校生活を送れるようにするための取組みの創出と普及を進めるため、共同研究団体の協力のもと、安全で安心な学校づくり推進事業、いわゆる安安事業を、平成21年度より実施している。
安安事業では、年3回の研究交流協議と年１回のテーマ別研修会を実施し、人権教育の推進に向け、教材・資料の作成や、教職員の人権教育実践の報告を中心に、発表と研究協議を行っている。これらの他にも、セクシャル・ハラスメント相談窓口担当者研修や、人権文化発表交流会、共同研究員による会議などを実施している。
府立学校では、教職員の大量退職・採用による世代交代が加速する中、これまで築いてきた人権教育の取組みを、いかに経験の少ない先生方に繋ぎ、新たな取組みを創り出していくかが喫緊の課題となっており、これからの府立学校における人権教育を推進するために、本事業の果たす役割は非常に重要であると考えている。
今後とも、すべての教職員が人権に関する知的理解を深め、各校における人権教育の取組みがさらに進むよう、安安事業において関係研究団体と連携しながら、府立学校に発信・普及をおこなってまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府教育庁としては、様々な人権問題や、社会の変化の中で生じる新たな人権上の問題等について正しい理解と認識を深めるよう、体系的に人権教育を推進することが重要であると認識しており、すべての教職員が研修等を通じて自らの人権感覚を高めるとともに、あらゆる場面で人権意識を絶えず見つめ直しつつ教育活動を行うよう指示している。　

職場環境の改善に関する項目
教科・科目等の特質等を踏まえ、これまでの教育実践にICTを効果的に取り入れ、児童・生徒の学びを深化させることが必要であると認識している。
府教育庁では、すべての教科においてICTが効果的に活用されるよう、研修や実践事例の共有等を通じ、必要な支援を行っている。
教科・科目等の特質等を踏まえ、これまでの教育実践にICTを効果的に取り入れ、児童・生徒の学びを深化させることが必要であると認識している。
府教育庁では、すべての教科においてICTが効果的に活用されるよう、研修や実践事例の共有等を通じ、必要な支援を行っている。
教員が授業で活用する端末については、国の臨時交付金等を活用して普通教室数相当の教員用のChromebookを全校に配備しており、ICTを活用した学習を行う環境について、一定の整備を行った。
さらに、令和４年度には、生徒用として配備している端末について、在籍人数に応じた再配備を行い、各校において、運用上、支障がない範囲で当該端末を教員用として活用いただいているところである。
１人１台端末のリース期間満了に伴う各種対応については、関連事業者と必要な調整を行いながら、効率的な作業実施に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
統合ICTネットワークについて、安定稼働を維持できるよう、監視や品質管理などの運用管理を継続して行っている。
校務処理システムについて、昨年度、観点別評価達成度に係る機能を追加する等の対応を実施した。効果的に校務に有効活用いただけるよう、引き続きシステムの改修等に努めてまいる。
さらに、各校からの問合せに迅速に対応できるよう、府立学校ネットワークサポートセンターにおいて、電話やメールによる支援を行っている。
府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、校務用端末やLAN教室端末等の機器、およびネットワーク、校務処理システム等に関する各校からの問合せに対応している。
また、全校トップページに、統合ICTネットワーク及び学校情報ネットワークそれぞれのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。
今年度より「安全で安心な学校生活アンケート」と「いじめアンケート」を統合し、年３回の「いじめ等アンケート」の実施として効率化を図っている。
いじめ等アンケートは、生徒が安全で安心な生活を送ることができる学校づくりを進めるため、体罰、いじめ、セクシュアル・ハラスメント等の状況について、直接生徒から聞き取ることを目的として実施している。
本アンケートを効果的に活用し、生徒の些細な被害の訴えに対しても、早期発見・早期対応をしていくことが重要と考えている。
引き続き、各校の実情に応じて、各種アンケートが活用できるよう、支援してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
扶養・住居・通勤手当の支給の開始は、各規則で規定されておりますので、これに基づき支給している。
実務では、教職員のSSC入力（届出）によりその日をもって受理日として取扱い、添付書類の到達の遅れによる手当支給の不利益とならないようにしている。
支給要件に該当又は変動がある場合には、速やかに入力（届出）をしていただくよう、SSCインフォメーションなどでもお知らせを行っている。
なお、扶養・住居・通勤手当の事務手続きにつきましては、SSC（総務サービスシステム）のマニュアル・規定集・データ集に掲載し、操作方法については、SSCコールセンターに問い合わせいただくことも可能となっている。今後も引き続き、事務手続きの周知に努めてまいる。

教職員の負担軽減についての項目
府教育庁では、ALTに対して、入国前から住居の契約手続き等について情報提供するとともに、入国後もALTコーディネーターがメールで必要な情報を提供し、相談に乗るなど、支援に努めている。

教職員の負担軽減に関する項目
ALTについては、給与の受け取りのため、日本国内で最低１つ口座を開設する必要があったが、個人で口座開設を行うことは困難であると判断し、教育庁が口座開設に向けた手続きについて支援を行った。
口座開設に係る申込書の記入にあたっては、金融機関から書類の不備について多数の指摘を受けたことから、口座開設までに一定の時間を要したと聞いている。
次年度以降は、口座開設までの時間を短縮させられるよう努めてまいる。

教職員の賃金に関する項目
非常勤講師の勤務時間については、授業割振表に示す教科の授業時間（付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前５分、終了時刻の後５分を含む）と明示しているところである。
非常勤講師の報酬及び支給方法の見直しにつきましては、勤務実績に応じた報酬となるよう是正したものであり、ご要求に応じることは困難である。
非常勤講師の年間時間数については、学習指導要領で年間の授業時間数の標準が３５週とされていることを踏まえ、配当を行っている。

教職員の勤務条件に関する項目
通勤手当の決定における運賃等相当額の算出については、職員の通勤手当に関する規則第５条で「運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする」とされており、それに従って運用している。
教職員の自動車等通勤については、校内における事故及び交通事故の防止、環境保全の観点等から、従来から自粛を求めるとともに、平成13年11月6日付け「自家用自動車等の使用による通勤認定事務等の適正化について（通知）」により各府立学校長に対し、自動車等通勤の認定要件を示している。
認定を行う際の具体的内容については、平成28年7月1日より親族の介護や通勤時間短縮の明文化など、取扱い通知の見直しを行った。
また、教職員の通勤負担の軽減を目的に、平成29年10月1日から、自動車等の通勤認定要件の緩和措置を講じている。
なお、令和4年4月から自動車等通勤許可の要件を拡大し、妊娠中の職員について通勤緩和が必要な場合や、人工透析等のために常態的に通院が必要な場合に自動車等通勤などを認めることとした。
さらに、令和6年度からの実施に向けて、働きやすい職場づくりの観点から、通勤手当の認定基準の見直しを実施する予定である。詳細については改めてお示しする。

職員の勤務条件に関する項目
府立学校における働き方改革をすすめるため、今年度の夏季休業期間に、府立学校及び教員を対象に働き方改革の取組状況や基本的な業務量を把握するためのアンケート調査を実施し、教員の勤務状況に関するデータを取りまとめて公表した。
この結果、在校等時間が長い教員ほど授業の準備・評価や部活動に従事する時間が長いこと、また、教員は会議や各種の調査等に関する業務を精選すべきであると考えていることなどが分かった。
今後アンケート結果の分析をすすめ、府立学校における課題を把握するとともに、これに対応する取組を検討し、更なる働き方改革をすすめてまいる。


教職員の負担軽減に関する項目
「全校一斉定時退庁日」は、全府立学校において教職員の働き方改革のより一層の取組みをすすめるため、教員の健康を保持することや教職員が帰りやすい環境づくりを目的とし、各学校の実情に応じて、毎週１回以上、原則毎週水曜日に設定している。

教職員の勤務条件に関する項目
教育職員については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」及び「職員の給与に関する条例」の規定から、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給することは困難である。
週休日の振替えについては、勤務時間条例において「週休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日を人事委員会規則で定める期間内（勤務を命ずる日を起算日とする前４週間・後８週間以内、教育職員でかつやむを得ない場合に限り、前４週間・後16週間以内）に他の日に振り替えることができる。」こととしている。
なお、週休日における勤務時間命令が３時間45分又は４時間の場合についても同様に他の日への振替え可能としている。
また、より柔軟な勤務時間管理を可能とするため、令和４年４月から、いわゆる超勤４項目の区分にあたる業務について、勤務時間の割振りを可能とする１カ月単位の変形労働時間制の適用範囲の拡大を行った。

職員の負担軽減に関する項目
府立学校においては、「在校等時間の適正な把握のための手続等に関する要綱」により、府立学校における教職員の勤務時間の適正な把握に努めている。
府立学校における働き方改革をすすめるため、令和５年４月からグループウエア等を活用した校務運営の効率化の取組及び週１回以上の全校一斉定時退庁日の取組を開始した。また、令和５年９月よりデジタル採点の取組を開始した。

職員の負担軽減に関する項目
教職員定数については、国に定数改善を要望するとともに、国において措置される定数を最大限に確保し、教育水準や教育課題への対応を踏まえながら、一層適正な定数管理に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府教育庁としては、定数の範囲においては、基本は、正規教員が担うものと考えている。
採用予定数については、生徒数や教職員の退職者数、再任用者数、国の定数改善の動向を踏まえつつ、バランスのとれた年齢構成や教育水準の維持、教育課題への対応に配慮しながら、中長期的な視点も加味し、毎年度決定している。
新規採用者数については、これまでも採用予定数に見合うよう確保に努めてきた。
産休・育休などの代替措置については、業務に支障が出ないよう、各学校の状況等をお聞きしながら適切に対応してまいる。
今後とも可能な限り新規採用者を確保するとともに、各学校の実情等を勘案し、教職員の配置を行うなど、適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。　

職場環境の改善に関する項目
学校管理費については、従前から各学校の意見も伺いながら、実情・実態に即した配分に努めてきた。
厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいりたい。

教職員の負担軽減に関する項目
生徒の教育活動の裏付けとなる教職員旅費は、従来から教育予算と位置付けし、厳しい財政状況の中、一定の予算措置がなされてきた。
旅費予算については、これまでから、各校の計画額を基に必要額を確保し、予算配当してきた。
令和５年度の旅費予算については、新型コロナウイルス感染症対策など諸般の事情等を考慮して、あらためて８月に提出いただきました旅費予算執行計画をもとに、下半期配当を行った。
今後、１２月に実施する旅費予算執行状況調査を基に、追加配当等の再調整を行う予定としており、突発的な事態などにより、旅費が不足する場合には、個別に対応することとしている。
府の財政は依然厳しい状況にありますが、今後とも引き続き、生徒の安全管理や学校運営に支障をきたさないよう、財源の確保に努めてまいる。

職場環境の改善に関する項目
学校の老朽化対策については、「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」に基づき、計画的な改修等に順次着手している。
なお、危険な箇所への対応については、これまでも各学校から要望を伺いながら、予算の範囲内で、速やかな改修に努めている。
非構造部材の耐震化については、すべての府立学校において、天井の破損やロッカー、書棚等の状況について、点検を実施し、その結果に基づいて、ロッカー等の転倒防止対策を実施している。
併せて、体育館や柔剣道場の天井や照明器具等の非構造部材の点検について、建築基準法に定める定期点検に併せて実施し、その点検結果に基づいて、支援学校の体育館の吊天井、高等学校の柔剣道場の天井や照明器具などの実施設計を行い、これらの非構造部材の本格的な耐震化工事に着手し、現在はすべて完了している。
また、工事の計画・実施にあたっては、生徒・教職員の安全確保に十分配慮しているところである。
エレベーターの設置などのバリアフリー化については、関係課と調整を図りながら「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、スロープや手すりの設置、便所の改修等を計画的に実施してきた。
また、車椅子等を使用する生徒が、学校内における上下移動を安全かつ容易に行えるよう、エレベーターを整備しており、令和４年度末時点で、１０７校での整備が完了している。
後とも、学校や関係課と連携しながら、障がいのある生徒にとってより良い教育環境を提供できるよう計画的に整備を進める。

職場環境の改善に関する項目
すでに設置している空調設備については、令和３年度から順次更新し、今年度にて完了した。
また、体育館空調については、熱中症対策として、令和元年度から、府立学校の体育館への空調設置を計画的に行っている。
なお、全ての教室や実習場等でいわゆる特別教室に空調設備を設置することについては、昨今の平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室等の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。
また、教職員については、職員室に空調設備を設置済みですが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討してまいる。
空調設備の設定温度については、文部科学省が作成した「学校環境衛生管理マニュアル」により、室内の温度を、冬期は１８～２０℃、夏期は２５～２８℃程度に保つことが最も学習に望ましいとされており、例年、この範囲で最も環境に配慮した温度を標準温度として設定している。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、空調使用時においても換気を行う必要があるので、それにより機器の設定温度を２８℃にしても室温が２８℃付近になりにくい場合などは、機器の設定温度を下げて稼働していただくよう全高等学校に依頼している。
空調設備の稼働時間については、事業者との契約の範囲内で定めてきたところだが、教育活動の多様化に伴う稼働時間の増加など、各校の取り組み状況や実状を伺った上で、生徒の健康管理にも留意しながら柔軟な対応に努めてまいりたいと考えている。
今年度も、新型コロナウイルス感染症対策及び夏場の熱中症対策等により、稼働時間を定めていない。適切な運用に努めていただくようお願いする。
また、生徒の安全確保のため、授業以外のクラブ活動や行事などの学校活動も含め、学校長が必要と判断する場合は、各校の実情に即した空調設備の運用をお願いしており、予算に不足が生じる場合は必要額を措置している。
今年度に関しては原油価格高騰の影響により光熱費も増加していることから、当初予算の光熱費は昨年度より増額し、必要額を各学校に措置している。
厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいりたい。　

職場環境の改善に関する項目
府有財産の行政財産使用料の減免の可否については、行政財産使用料条例及び大阪府公有財産規則において規定されている。
当該規定において府立高校の食堂等の行政財産使用料の免除規定はないが、府立高校の食堂等は、原則公募により事業者を選定することとなっており、公募の実施にあたっては、生徒へできるだけ安価に食事を提供できるよう、事業者から徴収する使用料は、本来の価格の３分の２を減額した価格を最低価格として設定して、募集している。
また、光熱水費については、平成11年3月11日付け管財第488号「行政財産の使用許可にかかる光熱水費等経費の徴収事務の取扱基準について」の通知に基づき、全庁における行政財産使用許可案件の光熱水費の徴収ルールに基づき事務を行っている。
なお、府立高校の食堂等事業者を取り巻く状況は厳しさを増していることも理解しており、現在、食堂事業者へ実態調査を行っているところであり、今後どのような対応ができるか研究してまいる。

労働安全衛生に関する項目
労働安全衛生法等の関係法令に基づき、大阪府立学校職員安全衛生管理規定にて、職員の健康管理や労働災害の防止を含む労働安全衛生に係る事項について定め、適切に実施するよう安全衛生管理者研修等を通じて、安全衛生管理者に指導している。　
労働安全衛生法等により、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任し労働者の健康管理等を行わせることが義務付けられている。府立学校においては労働者が50人未満の学校を含め各学校に産業医を選任し、学校教職員の労働安全衛生について指導・助言が得られる体制を整えている。
府立学校の環境整備については、事故を未然に防止し、安全確保に万全を期すため、法定点検をはじめ、日常における点検を徹底し、点検の結果により緊急性の高い改修等については、計画的に行う予防保全とは別に、速やかに現地確認や技術的な検討を行い、必要な対策を講じている。今後とも学校運営に支障がないよう、関係課や学校と連携しながら、必要な対応に努めてまいる。
府立学校職員安全衛生管理規程に基づき、労働安全衛生の観点から、安全衛生管理者に対し、随時、職員へ安全また衛生のために必要な事項について教育を行うよう指導しているところである。また、技術職員に対して、刈払機取扱指導者の研修の機会を設けるなど、労働災害防止及び安全衛生に必要な教育の機会を提供している。
授業において真に必要な資格を取得するための費用については、校長の判断により公費負担が認められている。

教職員の負担軽減に関する項目
府立学校における健康診断の業者選定にあたっては、一般競争入札もしくは随意契約にて決定している。集団検診業務の履行実績を入札参加資格とし、契約書に精度管理等について規定し、教職員が安心して受検できるよう、努めている。
今後とも、学校における職員健康診断の質の向上に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教育委員会では、「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」の３つの指針を策定し、校長等管理監督者はもとより、教職員一人ひとりが、ハラスメントについての正しい理解と十分な認識をもって、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりをめざしている。
ハラスメントの相談窓口としては、各学校、教職員人事課、府職員総合相談センターのほか、昨年度からは府教育センターに設けていたハラスメント専門相談窓口を外部相談機関に委託、相談時間等の拡充を行った。また、教職員人事課では、ハラスメント相談の専用メールを設置しており、24時間いつでもメールで相談することが可能となっているなど、事案が発生した場合は、指針に基づき関係者のプライバシーに配慮しつつ、相談者に寄り添いながら対応することにしている。
各指針には相談窓口を記載しており、毎年、各指針を年度当初と秋の２回、府立学校に送付し、教職員への周知を依頼している。今後も、相談窓口についての周知を図るよう努めてまいる。
さらに、教育委員会では、従前より教職員に対して、指針についての周知徹底等を図っているが、今年度の「府立学校に対する指示事項」では、職場におけるハラスメントの防止を取組みの重点事項として掲げている。
今後とも、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりに努めてまいる。


